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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要で
あると認識しております。

このため、リスク管理、監督機能の強化を図るとともに、経営の効率性を確保するために最適な経営管理体制の構築に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、多様性を確保するため、中途採用者等を積極的に中核人材として登用しております。また、女性社員についても研修等の人材育成に力
を入れ、将来の管理者を目指した取り組みを提供しています。

当社の人材登用については、仕事に対する各従業員の能力に基づいて行うものとして、あらゆる差別を行わない方針としており、現時点では多様
性に関する属性別の目標数値の設定は行っていませんが、今後人材戦略の整備を図る過程において必要に応じて検討してまいります。

また、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針とその実施状況については、以下のとおりであります。

（人材育成方針）

当社は、長期ビジョン「tenoVISION2030」の中で、時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、働き手にとって最も自己実
現が可能な家庭総合サービスグループを目指すことを掲げており、求める人物像として『グループの価値観を共有し、「幸せ」を追求することにやり
がいを感じる人材』、『自身の仕事に誇りをもって取り組める人材』、『多様性を尊重し、他者と協力しビジョン実現に貢献できる人材』、『自ら考え、
判断し、行動できる自律型人材』に該当する人材の育成・採用を行っております。

（社内環境整備方針）

当社の社内環境整備として、以下を実施しており、従業員が快適に働いていけるような環境づくりに取り組んでおります。

・有給休暇の取得推進や夏季休暇及び冬期休暇等を設け、従業員が健全な生活を送れるようにワークライフバランスの整備への取り組み

・従来の福利厚生に加え従業員満足度向上を目的とした更なる福利厚生の充実

・エンゲージメントの向上のためにチームエンゲージメントセンターを設立

・メンタルヘルス・マネジメント検定資格保持者による、メンタルケアの実施

（注）チームエンゲージメントセンターとは、職員一人ひとりにとって「いきいき働ける会社」 「働き続けたい会社」であるために、「働きがい」に着目し

本部・保育園が一体となって企画・推進するプロジェクト組織です。

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み】

当社は、長期ビジョン「tenoVISION2030」を掲げ、“女性”が育児をしても、家事をしても、介護をしてもなお、働き続けられる社会の実現へ向けて企
業活動を推進しています。

また、事業を通して社会貢献を行うとともに、持続的に成長することを目標に掲げております。この目標を実現するためには、ステークホルダーの
皆様との対話を通じて取り組むべきESG課題を特定すると共に、持続可能な開発目標（SDGs）に貢献するような視点・側面からの取り組みを推進
していくことが重要だと考えております。こうしたサステナビリティへの取り組みについて、期待と信頼にこたえるべく継続して改善を図り、さらなる
企業価値の向上と持続可能な社会に貢献する企業を目指しております。一方で、現時点では明文化されたサステナビリティ基本方針の策定には
至っておらず、今後、体制を整えて対応を検討してまいります。

また、人的資本や知的財産への投資については、当社の長期ビジョンである「tenoVISION2030」の達成のためには必須の取組みであると認識し
ておりますが、サステナビリティについての取組み同様、当社ではジェンダーに関係なく、個人のライフステージに合わせて働き続けられる社会の
実現を目指してまいります。

【補充原則４－１－３　最高経営責任者の後継者の計画】

CEOの後継者を育成することは重要な課題であると認識しておりますが、現時点において当社では具体的なCEOの後継者計画はありません。今
後、後継者計画の策定に向け検討していきます。

【補充原則４－２－１　経営陣の報酬等】

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、職務・実績等を勘案して配分し、中
長期的な業績及び企業価値の向上等に配慮した体系としております。個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、客観性・透
明性を確保するために、独立社外取締役２名を含む３名の取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて
決定することとしております。当社は当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督機能を担う社外取締役についても、その
職務に鑑み固定報酬のみといたします。また、企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利益と連動した報酬形態の導入により取締役
のインセンティブの付与について、中長期的に業績向上に対する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の意識と責任を高める報酬委員会な
どの機関による公正な審議を経て、そのあり方について今後も検討してまいります。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、決算説明会や個別ミーティングなどのIR活動を通じて、当社の経営戦略の骨子などの説明を実施しております。また、収益力・資本効率



等に関する目標値は、現在公表しておりませんが、今後は、自己資本コストを的確に把握したうえで、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の適
切な配分計画等についての開示を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

当社は現時点において、政策保有株式は保有しておらず、今後も保有する予定はございません。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社では、当社が役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合において、かかる取引が会社及び株主共同の利益を害すること
が無いように、以下の体制を整備しております。

・取締役の競業取引及び利益相反取引については取締役会決議事項としており、取締役会において事前承認及び実績報告を実施しております。

・取締役及びその近親者（二親等以内）との取引については、取引の有無に関する調査票を作成し、毎年定期的に全ての取締役への確認を実施
しております。

・関連当事者間の取引については、年に一回状況調査を実施し、管理する体制を構築しております。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、現時点におきましては企業年金制度を実施しておりません。今後、当該制度を導入する場合には、従業員の安定的な資産形成及び当社
の財政状態を考慮しつつ、適切な取り組みを行うとともに、その内容を開示することを検討します。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画、経営理念やPurposeを当社ホームページにて開示しております。

URL：https://www.teno.co.jp/ja/company.html

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と方針

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書に開示しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、株主総会に
おいて決定された総額の範囲内において職務、実績等を勘案して配分し、中長期的な業績及び企業価値の向上等に配慮した体系としておりま
す。個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、指名報酬委員会からの答申を踏まえ取締役会で決定しております。現在の報
酬体系が健全な動機付けに資するものと考えておりますが、より客観的で透明性のある手続きの構築と報酬制度について、今後検討してまいりま
す。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）候補者の指名にあたっては、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としてお
ります。取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名は、指名報酬委員会からの答申を踏まえた上で、取締役会の決議をもって決定
しております。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名については、取締役候補者の経
歴等、新任候補者の選任理由・経歴等を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則４－１－１　取締役会の経営陣に対する委任の範囲】

当社は、取締役会規程において、取締役会で判断・決定すべき事項を明確に定めております。これらにおいては、法令・定款に定めるもののほ
か、主として会社の重要な業務執行に関する事項等を取締役会で判断・決定すべき事項として定めており、これら以外の事項については、稟議規
程・職務権限規程に基づき、代表取締役、取締役管理本部長等に委任することとしております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そしてこの基準を充たしていること、実質的
に独立性があると判断されることに加え、企業経営全般又は法律・会計に係る知見を有しており、その見識から当社経営に資するアドバイス等が
可能であることを充たす人物を独立社外取締役候補者として選定しております。

【補充原則４－１０－１　独立社外取締役の指名、報酬への関与】

当社は、経営陣幹部・取締役の指名や報酬など特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役
会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化することを目的として、2021年12月20日に、指名報酬委員会を設置しております。本委員会は、取締
役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行っております。本委員の構成は、取締役会の
決議により選定された委員３名以上で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役としております。

【補充原則４－１１－１　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方】

当社の取締役会は、独立社外取締役を含む計８名の取締役により構成されており、適正な規模であると考えております。

各取締役の知識・経験・スキルの観点からも当社にとって最適な形で構成されております。また、当社取締役８名のうち２名が女性、また５名が社
外取締役で構成されており、多様性を十分確保しております。

なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、第11期定時株主総会招集ご通知に記載（開示）しております。

【補充原則４－１１－２　取締役・監査役の兼任状況】

社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書等を通じ、毎年開示を行っており
ます。

【補充原則４－１１－３　取締役会の実効性についての分析・評価】

当社取締役会は、当社グループの事業に関する専門的な知識と経験、経営者としての豊富な経験と知見、法律・会計等に関する専門的な能力な
ど、必要な資質を備えた多様な人材により構成されています。取締役会においては、活発な審議を経て意思決定が行われており、また重要な経
営課題は経営会議等で事前審議することにより取締役会の議論の実効性が高まっているものと評価しております。2025年度も引き続き、当社の



取締役及び監査役に対して取締役会の実効性に関するアンケートを実施し第三者機関による分析・評価を行いました。

2025年度においては、第三者機関による５段階評価の集計および評価コメントの分析の結果、取締役会の実効性について概ね適切に確保されて
いると確認しております。今後も定期的に分析・評価を行い、取締役会の実効性を高めていく所存です。

【補充原則４－１４－２　取締役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役等に対し、必要に応じて外部研修機関において、法令知識、経営ノウハウ、経理・財務の知見等のトレーニングを行う機会を設け、
会社経営上の意思決定に必要な知識の習得や業務遂行に求められるマネジメント能力の向上を図っております。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、
株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しております。 そのため、取締役管理本部長を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略

や経営計画に対する理解を得るため、機関投資家との対話の場を設けるなど、投資家からの取材に積極的に応じております。 なお、株主等との

対話においては、インサイダー情報の漏洩防止に留意しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 検討状況の開示

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。

当社は、長期ビジョン「tenoVISION2030」において、時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、働き手にとって最も自己
実現が可能な家庭総合サービスグループとなることを目指しております。

その実現に向けて、最終年度（2030年12月期）の数値目標として売上高300億円、営業利益率５％以上を掲げております。また、2026年12月期か
ら2028年12月期を最終年度とする３か年の中期経営計画を策定し、定量的な数値目標として売上高及び営業利益を公表し、さらに、決算説明会
等のIR活動を通じて、株主を始めステークホルダーの皆様にその内容をわかり易く説明することに努めております。

当社の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」につきましては、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、資本コス
トや資本収益性の評価を実施してまいります。具体的な方針や取組みについては、決定次第、速やかに開示してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社夢源 1,500,000 32.83

池内　比呂子 709,100 15.52

株式会社カナモリコーポレーション 374,000 8.18

AIAIグループ株式会社 309,500 6.77

ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＪＡＳＤＥＣ（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀
行）

118,763 2.59

ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴＳ　ＴＲＥＡＴＹ　ＪＡＳＤＥＣ（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 86,491 1.89

ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ　140066（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済
営業部）

46,650 1.02

土屋　悦子 29,400 0.64

福士　泉 29,400 0.64

吉野　晴彦 27,000 0.59

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード、福岡 既存市場

決算期 12 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

古賀　光雄 公認会計士

柳瀬　隆志 他の会社の出身者

大崎　麻子 他の会社の出身者

本郷　譲 他の会社の出身者



穂束　洋一 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

古賀　光雄 ○ ○ ―――

公認会計士及び経営者としての豊富な知見と
経験を有しており、2015年より当社の社外監査
役を務めております。財務・会計のみならず、ガ
バナンス全般に対する高い見識を活かし、独立
した立場において、取締役の職務執行の監視
および取締役相互の監督状況を監査すること
で、当社の健全で持続的な成長に貢献いただ
けるものと判断し、選任しております。

また、同氏は上記項目に該当しておらず、経営
陣から独立しているため、一般株主と利益相反
が生じるおそれがないと判断し、独立役員とし
て指定いたします。

柳瀬　隆志 ○ ○ ―――

長年にわたり複数企業で代表取締役社長を務
めた経営経験に加え、DXに関する豊富な知見
を有しております。2020年より当社の社外取締
役として、これらの経験を活かした助言により
経営戦略やDX推進に寄与いただくとともに、独
立した立場から経営監視機能を果たしていた
だけるものと判断し、選任しております。

また、同氏は上記項目に該当しておらず、経営
陣から独立しているため、一般株主と利益相反
が生じるおそれがないと判断し、独立役員とし
て指定いたします。

大崎　麻子 ○ ○ ―――

国際連合での勤務経験をはじめ、政府、自治
体、大学、企業等、多方面にわたり活躍してお
り、ジェンダー分野における高度な専門知識と
豊富な知見を有しております。社外取締役とし
て、独立した立場からその専門性を活かして、
当社の経営理念の体現とその事業展開のさら
なる推進に貢献いただけるものと判断し、選任
しております。

また、同氏は上記項目に該当しておらず、経営
陣から独立しているため、一般株主と利益相反
が生じるおそれがないと判断し、独立役員とし
て指定いたします。

本郷　譲 ○ ○ ―――

九州旅客鉄道株式会社をはじめ、複数の企業
で取締役を務めた経営者としての豊富な知見
と経験を有しております。それらを活かした実
効性のある助言により、経営戦略や事業運営
の充実と発展に寄与いただくとともに、独立した
立場から当社の健全で持続的な成長に貢献い
ただけるものと判断し、選任しております。

また、同氏は上記項目に該当しておらず、経営
陣から独立しているため、一般株主と利益相反
が生じるおそれがないと判断し、独立役員とし
て指定いたします。



穂束　洋一 ○ ○ ―――

金融機関での長年の経験において、財務・会
計・金融に関する豊富な知見と経験を有してお
ります。加えて、審査部門や事業再生の場での
取締役経験に基づく財務・リスク管理力と経営
監視力を備えており、社外取締役として、その
専門性を活かし監督機能を発揮いただけるも
のと判断し、選任しております。また、同氏は当
社の主要な取引先である株式会社西日本シ
ティ銀行において2018年まで業務を執行してお
りましたが、現在は別法人（九州債権回収株式
会社）に在籍しており、出身会社の意向に影響
されることなく、独立した客観的な立場から職
務を遂行いただけると判断しております。また、
経営陣から独立しているため、一般株主と利益
相反が生じるおそれもないものと判断し、独立
役員として指定いたします。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 5 1 0 5 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりませんが、当該使用人を置くこととなった場合は、独立性を確保するため、当
該使用人の任命と異動は、監査等委員会の同意に基づき行うことを予定しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査体制は、監査役監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の３つを基本としております。

いわゆる三様監査（監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査）を実施することで、それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の
質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、監査役監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は原則四半期ごとに三様監査会議を開催
し、各監査間での監査計画・監査結果の報告、情報の共有化、意見交換など緊密な相互連携の強化に努めております。

監査等委員会と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、定期的な報告会、合同監査など、効果的な
監査の実施に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社内取
締役



報酬委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

補足説明

本委員会は、独立社外取締役の独立性を確保するため、構成員の過半数を独立社外取締役としております。

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役の
報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行うこととしております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、具体的には、当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督
機能を担う社外取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）についても、その職務に鑑み固定報酬のみといたします。

企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利益と連動した報酬体系の導入による取締役へのインセンティブの付与について、中長期的
に業績向上に対する取締役の意識と責任を高めることに一定の理解をするものであり、指名報酬委員会による公正な審議を経て、そのあり方に
ついて検討していく方針であります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円を超える者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、客観性・透明性を確保するため
に、独立社外取締役２名を含む３名の取締役で構成される指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決定しております。

各監査等委員の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員会にて決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役へのサポートは、総務部を中心に情報提供等を行っております。具体的には、社外取締役が期待される役割を果たせるよう、取締役
会の議題の事前配布、必要に応じた事前説明等により、充分な熟考期間の確保に配慮しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

a.取締役会 　

当社の取締役会は、本書提出日時点で、社外取締役５名（独立役員）を含む取締役８名で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて
臨時取締役会を開催しております。取締役会では法令で定められた事項のほか、経営の基本方針や重要な業務執行を自ら審議・決定するととも
に、取締役の業務執行状況を監督しています。

b.監査等委員会 　

当社の機関設計は、監査等委員会設置会社を選択しており、監査等委員会は、本書提出日時点で、社外取締役５名を含む監査等委員５名で構
成され、原則として毎月1回監査等委員会を開催しております。監査等委員会は監査等委員による、取締役会等への出席、取締役等からの事業
の報告の聴取、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等を通じて厳正な監査を実施し、独立した立場から取締役の職務執行を
監査および監督する体制としております。

c.内部監査室 　

当社は代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、専任者３名が当社グループの全部門を対象に、内部監査規程及び毎期策定する
内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告を行うとともに、改善点等につき、改善指導を行うことで
事業運営の効率化及び適正化に努めております。

d.会計監査人

当社は、2026年３月まで有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けておりました。

2026年３月19日開催の定時株主総会において会計監査人の選任議案が承認され、同日付で会計監査人をかなで監査法人へ変更いたしました。

選定理由としては、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の今後の経営体制や事業展開を十分に理解したうえで機動的かつ迅速な
監査が期待できること、当社の事業規模に適した専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会
計監査人として適任であると判断したためであります。

e.指名報酬委員会

当社の指名報酬委員会は、本書提出日時点で、社外取締役２名（独立役員）を含む取締役３名で構成されています。

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付取締
役の選定及び解職に関する事項、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について
審議し、答申を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

※現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由を記載してください。

　当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、機関設計として監査等委員会設置会社を採用して
おり、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。取締役の職務執行の監査等を担
う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、取締役会の監督機能及び監視体制を高い水準で確保できる
ことから、監査等委員会設置会社へ移行したものであります。

　また、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有し
ている社外取締役を選任することにより、経営の公正性・透明性の確保に努めております。

　なお、当社は、本書提出日時点で、取締役３名（監査等委員である取締役を除き、うち社外取締役０名）及び監査等委員である取締役５名（うち
社外取締役５名）で構成されております。

　取締役会では、法令及び定款、取締役会規程、経営の基本方針の定めるところにより、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとと
もに、取締役の職務の執行を監督することとしております。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加すること
で、取締役会としての監督機能の向上に努めております。

　以上の通り、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、迅速に経営戦略を実行できる現体制が適切と判断し採用し
ております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況



１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

当社では、株主が充分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努
めていきます。招集通知については、法定期日より１週間前に発送することを目標とし、招
集通知の発送日前に招集通知を当社コーポレートサイト、東京証券取引所のウェブサイト
に開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、株主総会は株主との対話の場であるとの観点から、より多くの株主が株主総会
に参加できる日程への配慮を行うべきであると認識しています。そのため、当社では原則
として毎年の株主総会集中日と予測される日を避けた開催日設定を行います。

電磁的方法による議決権の行使

当社は、株主総会は当社における最高意思決定機関であり、株主との建設的な対話がな
され、かつ株主の意思が適切に反映されなければならない場と認識しております。より多
くの株主に議決権を行使していただくため、インターネットによる議決権行使方法で実施し
ております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を開始しております。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の英訳版の作成をしております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社コーポレートサイトに、IRポリシーを公表しております。

【URL：https://www.teno.co.jp/ja/ir/other/policy.html】

個人投資家向けに定期的説明会を開催 会社説明会を随時及び定期的に開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算及び第２四半期決算発表後に決算説明会を定期的に実施しておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載 当社コーポレートサイトの投資家情報にIR資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は社内規程において、すべてのステークホルダーに、当社に対する理解を深め、社会
的信頼を向上させ適正な評価に資するよう、適時適切な会社情報を提供することを方針と
して規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、“女性”が育児・家事・介護をしてもなお働き続けるためには、「いったい
何が必要なのか」を基本に事業展開しております。そのため、当社事業を通して、待機児
童問題解消の一翼を担い、女性の社会進出を支援することで、社会に貢献してまいりま
す。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を提供し、幅広く当社の情報や
事業内容、成長戦略等について理解を深めていただくため、当社コーポレートサイト、決算
説明会等で迅速かつ適切な情報提供を進めていく方針です。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。

　当社は、「私たちは、女性のライフステージを応援します。」、「私たちは、コンプライアンスを推進します。」という経営理念のもと、株主、取引先、
従業員等のすべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと認識
し、整備を進めております。

　当社は、この考え方に基づき、当社並びにその子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）の業務の適正を確保するための体制
（以下、「内部統制システム」

という。）を、次のとおり整備いたします。

１．取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）コンプライアンス体制の整備強化をはかるために職務権限規程、業務分掌規程、リスク・コンプライアンス管理規程及び適切な内部統制シス
テムに関する規程を制定する。

　（２）内部監査室を設置し、当社グループの内部監査を積極的に実施することにより、コンプライアンス体制を確保し、内部統制システムの有効性
と妥当性を検証する。

　（３）健全な組織運営を目指し、内部通報制度を設け、内部監査室と外部弁護士を相談・通報の窓口として自浄作用を発揮し、コンプライアンス違
反を未然に防ぐ体制を整備する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　（１）法令や文書管理規程をはじめとする社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下、「文書等」という。）に記
録し、適切に管理し保存する。取締役は常時これらの文書等を閲覧できる。

　（２）プライバシーマークの認証を継続的に取得し、個人情報を含む情報セキュリティの管理体制を構築する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　（１）組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は当社管理本部が行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行う。

　（２）取引先与信を定期的に見直すとともに、稟議規程その他の社内規程を適宜見直し、必要に応じてリスク管理の観点から規程の制定及び改
定を実施し、その運用状況を内部監査室が監視する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（１）取締役会は迅速かつ的確な経営判断を行うために適正な人数の取締役で構成し、毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催
する。

　（２）取締役を中心とする経営会議において、経営に関する重要事項の報告及び対応策、並びにコンプライアンスの遵守状況の報告について審
議等を行い、経営活動の効率化をはかる。

　（３）当社は、当社グループ全体を網羅する中期経営計画を策定し、適切な進捗管理等を実施することを通じて職務執行の効率化をはかる。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　（１）当社は、当社グループ全体のリスク及びコンプライアンスに係る社内体制として、リスク・コンプライアンス担当役員及びリスク・コンプライアン
ス事務局を設置し、当社グループの取締役及び使用人に対する一層のコンプライアンスの教育・啓蒙を推進するとともに、グループ全体のコンプ
ライアンスを統括するリスク・コンプライアンス委員会を適切に運用する体制を構築する。

　（２）子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、業務執行の状況を毎月開催される取締役会及び経営会議で報告を受ける。また、重
要案件については当社の事前承認事項とすることにより、子会社の業務の適正を確保する。

　（３）当社の内部監査室による定期的監査を受け入れ、その報告を受ける。

　（４）当社は、子会社の取締役等の執行が効率的に行われることを確保するため、次の体制を整備する。

　　①当社は、子会社の取締役等が迅速かつ適切な意思決定を行うことができるよう、子会社における職務権限規程、業務分掌規程その他の社
内規程の整備状況を把握し、必要に応じて見直し・改善を助言するほか、子会社の経営会議等への当社役職員の参加その他の方法により、業務
執行プロセスの標準化及び平準化を図る。

　　②当社は、子会社の規模、事業内容及びリスクの程度に応じて、重要な業務執行事項を当社の事前承認事項とするなど、グループガバナンス
の枠組みを明確にし、これに基づき子会社の取締役等による職務執行が機動的かつ効率的に行われるよう、必要な指導・支援を行う。

６．当社の財務報告の適正性を確保するための体制

　（１）当社グループは、株主・投資家・債権者等のステークホルダーに対し、法令等に従い適時に信頼性の高い財務報告を提供できるようにする
ため、財務報告に係る内部統制の基本方針に従い、適正な会計処理及び財務報告を確保することができる内部統制システムを構築・整備し、こ
れを適正に運用する。

　（２）業務執行部門から独立した当社の内部監査室が、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、その有効性評価
を実施し、確認を行う。

　（３）財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められる事項について取締役、監査等委員会及び会計監査人との間で適切に情報共有
を行う。

７．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実行性に関する体制

　（１）監査等委員会の職務を補助すべき使用人は求めがあれば設置する方針であり、それ以外に、内部監査室は監査等委員会の補助として、監
査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告する。また、監査等委員会に関する一般事務は
管理本部が所管する。

　（２）監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設置した場合は、その補助業務について独立性を確保する。内部監査室が補助業務を行う場
合も同様とする。また、補助すべき取締役及び使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員会が指名した監査等委員と取
締役が事前に協議を行う。

　（３）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置した場合は、監査等委員会の指示に基づく必要に応じた監査への同行等、補
助業務の遂行に問題が生じないように対応する。

８．当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを



理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　（１）当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の
実施状況、コンプライアンスに関わる事項等を必要に応じて速やかに報告する。

　（２）報告の方法については、リスク・コンプライアンス管理規程並びに内部通報制度運用規程において、通報者に不利益が及ばない内部通報制
度を整備し、当社グループのすべての取締役及び使用人に対し周知徹底をはかる。

　（３）内部通報があったときは速やかにその事実関係を調査し、その結果を取締役及び部長を中心に構成されるリスク・コンプライアンス委員会、
並びに監査等委員会に報告する。

　（４）当社は、当社グループの子会社における取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらに相当する
者及び使用人並びにこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会に対して、法令又は社内規程に基づき又は監査等委員会からの求
めに応じて、子会社の業務執行状況、財務状況、内部統制及びコンプライアンスに関する事項その他監査等委員会が必要と認める事項につい
て、直接又は当社を通じて遅滞なく報告することができる体制を整備する。また、当社はかかる報告に関して、報告を行った子会社の取締役、業
務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらに相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、報
告したことを理由として不利な取扱いを受けないよう、当社及び子会社における就業規則その他の社内規程の整備及び周知徹底を行う。

９．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行に（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）ついて生ずる費用の前払又は支出した費用等の
償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行により生じたものでないことを証明できる場合を除き、これ
に応じる。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　（１）当社グループ各社の取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握し、必要に応じて意見を述べるこ
とができる。また、代表取締役及び業務執行取締役と定期的に会合を行うことで、経営方針及び統制環境の把握に努める。

　（２）子会社の取締役等との情報交換その他の連携により、グループ全体の監査が実効的に行われるよう、監査環境の整備に協力する。

　（３）監査等委員が監査の実施にあたり必要に応じて、当社の費用負担により弁護士、公認会計士等の外部専門家を監査業務に活用することを
認める。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　（１）当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度を取り、経済的な利益は供与
しないことを基本方針とする。

　（２）組織としての対応方針としては反社会的勢力排除規程において明確化するとともに、警察及び弁護士等の外部機関との連携体制を構築す
る。反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

監査等委員会設置会社としてのガバナンス体制図は下図の通りです。



【コーポレート・ガバナンス体制（模式図）】
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